第　号


塩尻市認定地域クラブ活動参加支援補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、将来にわたり子どもたちが継続してスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会を確保するため、地域クラブ活動へ参加する中学校（義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。）の生徒の保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、塩尻市補助金等交付規則（昭和４４年規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助金の交付対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、中学校の生徒の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)　塩尻市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成４年塩尻市告示第４７号。以下「就学援助要綱」という。）の規定による就学援助費の支給を受けていること。
(2)　当該生徒が市内に住所を有し、認定地域クラブ活動（都道府県、指定都市、市区町村等が認定した地域クラブ活動をいう。以下同じ。）に参加していること。
（補助対象者の区分等）
第３条　補助対象者の区分、補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び限度額は、次のとおりとする。
	補助対象者の区分
	補助対象経費
	補助率及び限度額

	要保護者（就学援助要綱別表第１の要保護者をいう。）
	対象生徒が地域クラブ活動に参加するために補助対象者が負担した参加費（入会金、ユニフォーム代その他市長が別に定める経費を除く。）及び傷害保険料。
	１０分の１０以内。ただし、生徒１人当たり１年度につき２４，８００円を限度とする。

	準要保護者（就学援助要綱別表第１の準要保護者をいう。）
	
	４分の３以内。ただし、生徒１人当たり１年度につき２４，８００円を限度とする。


２　前項の規定により算出した補助金の額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
（補助金の交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、塩尻市認定地域クラブ活動参加支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、補助対象経費を支払った日の属する年度の３月３１日までに市長に提出しなければならない。
(1)　就学援助費の支給を受けていることを証する書類
(2)　補助対象経費の支払を証する書類又はその写し
(3)　その他市長が必要と認める書類
（補助金の交付決定及び確定等）
第５条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに塩尻市認定地域クラブ活動参加支援補助金交付決定兼確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。
２　市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合は、その理由を付して、塩尻市認定地域クラブ活動参加支援補助金交付申請却下通知書（様式第３号）により、当該申請者に通知するものとする。
（補助金の交付時期）
第６条　補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、当該補助事業の内容を精査し、概算払をすることができる。
（補則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

